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【時間別各部門活動内容】 

区分 

組織 

発災直後：フェーズ０ 

（６時間以内） 

超急性期：フェーズ１ 

（４８時間以内） 

急性期：フェーズ２ 

（１週間程度以内） 

久喜市 

災害医療本部 

・本部を市役所本庁舎内に設置 

・医療機関の被災状況・傷病者

の受入態勢の状況把握 

・救護所の設置検討 

・救護所の設置 

・情報収集 

・関係機関への要員派遣等の協

力及び応援要請 

・医薬品・衛生材料の要請 

・医薬品・衛生材料集積所設置

場所の検討 

・救護所運営の全体調整 

・情報収集 

・医薬品・衛生材料集積所の設

置 

・応援救護チームの救護所等へ

の配置 

・補給医薬品・衛生材料の供給 

 市医療・ 

救護班 

・被災状況等の情報収集 

・市災害対策本部への状況報告

（県災害対策本部への状況報

告） 

・救護所への職員の派遣 

・広報活動 

・医療救護班、医薬品・衛生材

料の輸送 

・傷病者搬送車両の手配 

・関係機関への状況報告 

・広報活動 

・救護所、避難所の状況把握 

・医療従事者等の健康管理 

・救援物資（医薬品含む）の管

理 

・医療救護班、医薬品・衛生材

料の輸送 

 

災害医療 

総合調整監 

・市災害医療本部へ参集し、総

合調整監として活動開始 

・救護所・医療機関と連携し、

傷病者や従事者を調整 

・応援救護チームの受入調整 

・応援救護チームの受入調整 

・補給医薬品・衛生材料の供給

調整 

医師会 ・市災害医療本部へ参集（本部

要員） 

・医師会員の被災状況把握 

・各救護所へ参集（救護所要員） 

・救護所への支援 

・救護所での医療救護活動 

・遺体検案の協力 

・救護所での医療救護活動 

・巡回診療の調整 

・慢性疾患患者等の治療、健康

管理 

・メンタルヘルスケア 

・感染症対策 

歯科医師会 ・市災害医療本部へ参集（本部

要員） 

・歯科医師会員の被災状況把握 

・各救護所へ参集（救護所要員） 

・救護所への支援 

・救護所での医療救護活動 

・遺体検案の協力（要請に応じ） 

・デンタルチャートの作成 

・救護所での医療救護活動 

・(仮設)歯科診療所での診療 

薬剤師会 ・市災害医療本部へ参集（本部

要員） 

・薬剤師会員の被災状況把握 

・各救護所へ参集（救護所要員） 

・救護所の医薬品管理 

・救護所等での調剤、服薬指導 

・補給医薬品・衛生材料の要

請、管理、供給 

・救護所の医薬品管理 

・救護所等での調剤、服薬指導 

・補給医薬品・衛生材料の要

請、管理、供給 

救護所 ・医師等要員の集合（救護所要員） 

・施設管理者と連携し開設準備 

・市災害医療本部の指示に従

い、医療救護活動開始 

・被災住民のトリアージ 

・軽症者の応急対応 

・中等症者、重症者の病院搬送 

・被災住民のトリアージ 

・軽症者の応急対応 

・中等症者、重症者の病院搬送 

・医薬品・衛生材料の要請 

・軽症者の応急対応 

・中等症者、重症者の病院搬送 

・慢性疾患患者等への医療提供 

災害拠点病院・ 

救急告示病院等 

・被災状況把握 

・ＥＭＩＳに情報登録 

・傷病者発生状況と受入態勢・

被災状況を市災害医療本部へ

報告 

・各病院の災害時対応マニュア

ル等に沿って活動 

・ＥＭＩＳに情報登録 

・各病院の災害時対応マニュア

ル等に沿って活動 

・必要に応じて応援要請 

・ＤＭＡＴ等の受入 

・ＥＭＩＳに情報登録 

・各病院の災害時対応マニュア

ル等に沿って活動 

・必要に応じて応援要請 

・ＤＭＡＴ等の受入 

別紙１ 



2 

３ 情報伝達 

(1) 主な指揮命令系統・情報伝達図 

  

医療救護活動に必要な情報収集や情報 

伝達を行うための連携図 

  

 

 

 

  

久 喜 市 

 

県立病院 

(独)国立病院機構 

日赤 

県医師会 

県歯科医師会 

県薬剤師会 

県看護協会 

医療救急部 

(保健医療部長) 

埼玉県 

 

保健医療政策課長 医療整備課長 薬務課長 

埼玉県災害対策本部 

厚生労働省 他県等 

埼玉県幸手保健所（所長） 

伝令員 

医療救護 

チーム 

救護所(案) 

(久喜小学校) 

救護班 

 (班長：医師) 

医師・歯科医師 

薬剤師・看護師 

事務(市職員) 

救護所(案) 

(菖蒲小学校)  

救護班 

(班長：医師) 

医師・歯科医師 

薬剤師・看護師 

事務(市職員) 

救護所(案) 

(栗橋小学校)  

救護班  

(班長：医師) 

医師・歯科医師 

薬剤師・看護師 

事務(市職員) 

救護所(案) 

(鷲宮小学校)  

救護班 

(班長：医師) 

医師・歯科医師 

薬剤師・看護師 

事務(市職員) 

避難所 

応援救護 

チーム等 

救護所(案) 

(太田小学校) 

救護班 

 (班長：医師) 

医師・歯科医師 

薬剤師・看護師 

事務(市職員) 

久喜市災害医療本部 

 本部（健康増進部長）1 

災害医療 

総合調整監 1 

医師会 

2 

歯科医師会 

2 

薬剤師会 

2 

医療・救護班 
班長 1 

（健康医療課長） 

医療・救護班 
副班長 2 

（健康増進部所属長） 

進部職員） 

医師会 

会員 

歯科医師会 

会員 

薬剤師会 

会員 

医療・救護班 

班員 

久喜警察署 

久喜市災害対策本部（市長） 

災
害
拠
点
病
院 

済
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会
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病
院 

久
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市 内 
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病
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・ 
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江
病
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・
久
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カ
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埼玉東部消防組合 

消防本部 

（消防局長） 
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【医薬品供給体制】 

 医療救護活動を行う医療機関、救護所 

等に医薬品を確保するための連携図 

 

 県医薬品卸業協会 

医薬品卸業者 

県薬剤師会 

埼玉県 

 

医療救急部 

(保健医療部長) 

埼玉県災害対策本部 

厚生労働省 他県等 

保健医療政策課長 医療整備課長 薬務課長 

久 喜 市 

 

久喜市災害医療本部 

 

医師会 歯科医師会 

 

薬剤師会 

 

本部(健康増進部長) 

医療・救護班（健康医療課長） 

総合調整監 

久喜市災害対策本部（市長） 

医薬品等 

集 積 所 

薬剤師会 医薬品卸業者 

災
害
拠
点
病
院 

済
生
会
栗
橋
病
院 

久
喜
総
合
病
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病院等 
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院 
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江 

病 
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埼玉県幸手保健所（所長） 
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